
 

NPO 法人 K-Friends加盟団体会員（スポーツ少年団体対象） 
 

目 的 

スポーツを通じて青少年の心身の健全育成や競技力の向上を図るため、加盟団体会員制度を 

設置し活動支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勝浦町総合型地域スポーツクラブ K-Friends 加盟団体会員 

 

加盟条件 

 

１ 主に勝浦町内を拠点として活動する小・中学生で構成されたスポーツ団体を対象とし、定期的に練

習（活動）していることを条件とする。 

  （１）町外の小・中学生を含んでいるスポーツ団体も対象とする。但し、町外の小・中学生のみで 

構成されているスポーツ団体は対象外とする。 

  （２）一般を含むスポーツ団体も対象とする。（一般と合同で練習をしている） 

  （３）練習日（活動）、代表者や役員等が明確であること。 

２ スポーツ安全保険に加入すること。（個人負担とする） 

※ （A１）中学生以下 800円、（C）高校生～64歳 1,850円、（B）65歳以上 1,200円 

※ 保護者加入例 （指導、審判 1,850円 準備、片付け、応援、送迎 800円） 

３ 加盟団体費は、一律 10,000円とし、令和 6年 3月 25日（月）までに、関係書類と併せて 

NPO法人 K-Friendsに提出する。 

提出書類 ①加盟団体申請書 

     ②加盟団体活動計画書（教育委員会提出様式同様） 

③加盟団体名簿（氏名・性別・生年月日・住所・TEL・加入保険の種類を明記） 

※様式は、HPよりダウンロードしてください。 

※安全保険申込は、クラブが記入いたします。 

必要金額 ①スポーツ安全保険料（加入者分） ②加盟団体費 

   

 

K-Friendsからの支援 

 

１ スポーツ安全保険の加入手続き（希望があれば指導者及び保護者も含む） 

２ 大会開催等の支援（加盟団体大会等支援申請書） 

※ 町内で実施する大会や講習会等に対する飲料水（練習試合や役員会等は含まない） 

３ ホームページ,クラブ月刊チラシ等による団体紹介 （団体紹介様式） 

４ NPO法人 K-Friends会員（各種イベントや教室に会員料金で参加可能） 

 

 

勝浦町教育委員会競技スポーツ強化支援金の交付について 

 

１ NPO法人 K-Friendsに加盟することで、勝浦町の公共性のあるスポーツ少年団体と位置づけ、活動に

対するスポーツ支援金を交付する。 

  ※ 構成員数（勝浦町内に住所を有する小・中学生のみ）により補助金額を決定し交付する。 

  ※ 補助金申請後（6月以降）の団員の増加に対する増額補助はしない。 

２ 施設使用 

  ※ 施設利用にあたっては、従来どおり各種スポーツ団体と協議し決定する。 

３ 事業報告 

  翌年の４月に事業報告書を勝浦町教育委員会に提出する。 

４ 団体名簿に虚偽がある場合は補助金の交付はいたしません。 

また、交付後に虚偽が発覚した場合は全額返納していただきます。 



事務手続きの流れ 説明 

  

 

 

 

① 説明会の内容を各団体で協議してください。 

  

② 加盟希望する団体は申請書類と加盟費（10,000

円）及びスポーツ安全保険料（加入者分）を 

3月 25日まで K-Friendsに提出してください。 

 ※ スポーツ安全保険（個人負担）は K-Friends

で加入手続きを行います。 

 

③ 申請書類提出後、4月 1日～5月 31日の期間まで

に、新入部員がある場合は、その都度、新入部員

名簿と保険料を K-Friendsに提出してください。 

 

 

④ 各団体にて 5 月 31 日現在の団体名簿（小・中学

生）を確認していただき、教育委員会に競技スポ

ーツ強化支援金交付申請手続きをしてください。 

 

⑤ 支援金交付申請書、事業計画書、収支予算書を 

勝浦町教育委員会に提出してください。 

 

 

 

 

⑥ 交付申請書類に基づき、勝浦町教育委員会から支

援金を交付します。 

  補助金額は団体構成員数（小・中学生）により異

なります。 

   ※ 高校生以上の数は含まない 

   ※ 支援金額は 5月 31 日現在の構成員（町内

に住所を有する小・中学生）を基に積算しま

す。6月以降の新入部員に対する増額補助は

しません。 

 

⑦ 各団体は交付金額に基づき、勝浦町教育委員会に

事業実績報告書を提出してください。 

 

 

 

その他 

年度途中で新入部員や退団部員（休部員）がある場

合は、必ず K-Friendsに報告してください。 

 

 

 

K-Friends に提出（３月２５日） 

勝浦町競技スポーツ強化支援金申請書の

手続き（５月３１日以降） 

① 各団体で協議 

説明会（３月１７日） 

② 書類の提出 

③ 新入部員 

④ 最終名簿の確認 

勝浦町教育委員会から 

各団体に支援金の交付 

⑤ 書類の提出 

⑥ 支援金の交付 

 

教育委員会へ事業報告の提出 

⑦ 報告書 

勝浦町教育委員会から各団体に 

支援金交付申請書類を送付 


